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世田谷区お問い合わせセンター（せたがやコール）業務委託 

事業者選定実施要領 

 

１ 事業概要 

（１）契約予定件名 

世田谷区お問い合わせセンター（せたがやコール）業務委託 

（２）目的 

本件契約業務は、区民からの問い合わせ対応や区事業の申し込み受付を主たる業務と

する「世田谷区お問い合わせセンター（せたがやコール）」を運営し、区民サービスの

向上と業務運営の効率化を図ることを目的として実施する。 

（３）事業内容 

① お問い合わせセンター構築業務 

業務実施に必要な設備・システムの構築 

② お問い合わせセンター運営業務 

区民等からの問い合わせ等に関する応答、案内、情報提供、申し込み受付等、お問

い合わせセンターの運営（運営に必要な施設、機材等の準備及び保守を含む）に関

する一切の業務 

※ 詳細は別紙「要求仕様書」参照。なお、「要求仕様書」はこの案件の公告時点での予

定の仕様であり、選定後の仕様調整等により変更となる場合がある。 

（４）履行期間（予定） 

・お問い合わせセンター構築業務委託（債務負担行為） （令和８年１１月１日から令

和９年５月３１日までの７カ月） 

・お問い合わせセンター運営業務委託（令和９年６月１日から令和１３年１０月３１日

までの４年４カ月） 

※ 本業務委託に関わる契約締結については、コールセンター構築業務委託とコールセ

ンター運用委託とに分けて契約する。 

※ 本業務委託に関わる契約締結は、この契約に係る予算が成立し、予算配当がなされ

ることを条件とする。 

※ 本業務委託に関わる契約締結について、コールセンター構築業務委託は令和８年度

に債務負担行為を設定し、契約期間を令和８年１１月１日から令和９年５月３１日

までとする。 

コールセンター運用委託の初年度は契約期間を令和９年６月１日から令和１０年３

月３１日までとする。単年度契約で履行良好であれば令和１３年度まで最大４回ま

で契約更新できるものとする。また、４回目の契約更新時における契約期間は令和

１３年４月１日から令和１３年１０月３１日までとする。契約更新の際に仕様の見

直しや新規技術導入等を行なう場合の他、労働報酬下限額の引き上げや労務費の増

減等があった場合には、契約内容と金額について両者で協議するものとする。契約



- 2 - 

締結については、各年度の予算の範囲内で行う。 

※ 契約期間中に事故又は履行不良が頻繁にみられる場合などは、この契約を変更又は

解除することがある。 

 

２ 提案限度額 

契約履行期間 合計 ２，０４１，７７３，０００円（税込） 

【内訳】 

構築経費 

・令和 ９年度  １１５，７７３，０００円（税込） 

運用経費 

・令和９年６月１日から令和１３年１０月３１日までの総額 

       １，９２６，０００，０００円（税込） 

（年度別内訳目安） 

・令和 ９年度  ３６４，０００，０００円（税込） 

・令和１０年度  ４３６，０００，０００円（税込） 

・令和１１年度  ４３６，０００，０００円（税込） 

・令和１２年度  ４３６，０００，０００円（税込） 

・令和１３年度  ２５４，０００，０００円（税込） 

 

３ プロポーザル方式を採用する理由 

本件業務の履行にあたっては、自治体お問い合わせセンター運営のノウハウや、お問い

合わせセンター運営に必要なシステムを構築・運営するための知識・技術が必要となるな

ど、専門的な能力が求められる。また、効率的なお問い合わせセンター運営や区民の利便

性向上に向け、オペレーターの質の担保や一次解決率の向上のための取り組み、ＡＩボイ

スボットの導入など運営体制やシステムの充実・強化等の観点を重視した提案を求める必

要がある。このため、事業者の能力や実績等を総合的に審査してより優れた者を選定する

ため、プロポーザル方式を用いて事業者選定を行う。 

 

４ 本件プロポーザルの参加資格 

(１)参加者の要件 

提案書提出時において、次の要件をすべて満たす法人であることを必要とする。 

① 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６

７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者でないこと。 

③ 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

④ 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

⑤ 世田谷区お問い合わせセンター業務委託事業者選定委員会の委員が主宰、役員、顧

問及び所属をしている団体でないこと。 
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⑥ 令和３年度以降、代表団体またはお問い合わせセンター業務の運営を担う共同事業

体が東京都区部又は人口４０万人規模以上の地方自治体において、当該自治体の業

務全般に関する問い合わせを受ける目的の常設お問い合わせセンター業務を受託し

た実績がある者。 

※「自治体の業務全般に関する問い合わせを受ける目的の常設お問い合わせセンタ

ー」には、自治体の業務のうち一部の業務（例：粗大ごみ受付、ワクチン接種対

応など）に限定したお問い合わせセンターは含まない。 

⑦ 共同事業体による応募の場合は、下記(２)「共同事業体による参加要件」を全て満

たしていること。なお、上記①～⑤の要件を、共同事業体の代表となる団体(以下「代

表団体」)及び共同事業体に参加する団体(以下「構成団体」)の全てが満たしている

こと。 

⑧ 個人情報及び企業情報などの情報セキュリティについて、ＩＳＯ２７００Ｘまたは

プライバシーマークの認証を取得していること。又はこれと同等以上の情報セキュ

リティ管理体制を有していること。 

 

(２)共同事業体による参加要件 

共同事業体により参加する場合は、以下の要件を全て満たしていること。 

① あらかじめ構成団体の総意により代表団体を 1 団体選出し、代表団体が応募手続

きを行うこと。 

② 応募書類に共同事業体であることを証する書類を提出すること。 

③ 代表団体及び構成団体は、本件における他の応募者（単独の応募団体、他の共同事

業体の代表団体又は構成団体）を兼ねていないこと。 

④ 応募後の代表団体又は構成団体の変更は認められない。変更が必要な場合は、応募

を取り消した上で、応募期間内に、変更後の代表団体及び構成団体によってあらた

めて応募すること。 

 

５ 事業者選定説明書の交付期間、場所及び方法 

（１）交付期間  令和８年６月２６日（金）から令和８年７月１０日（金）まで 

（２）交付場所  世田谷区公式ホームページ 

（３）交付方法  世田谷区公式ホームページでの希望者自らによるダウンロード 

 

６ 参加表明書の提出期間、場所及び方法 

（１）提出期間  令和８年６月２６日（金）から令和８年７月１０日（金）まで 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日を除く） 

（２）提出場所  政策経営部広報広聴課 

（３）提出方法  「参加表明書（様式１）」に必要事項を記載し代表者印を押印のうえ、

添付資料等を添えて提出すること。受付は持参のみとする。 

（４）提出資料（各 1部） 
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① 参加表明書（様式１）※別紙を含む 

② 納税証明書（都道府県民税・市町村民税）  

③ 上記４（１）⑥の受託実績を確認できる書類（契約書の写し等） 

④ 共同事業体であることを証する書類(共同事業体で参加する場合のみ) 

   ※②は、発行から３ヶ月以内のもので、写し不可とする。 

 

７ 提案書の提出者を選定するための基準 

本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。資格審査の結果、参加資格

の確認ができた者にはプロポーザル招請通知を、参加資格の確認ができなかった者には提

案書の提案者に選定されなかった旨を令和８年７月１４日（火）までに通知する。 

 

８ 質問の受付 

提案書の作成にあたり、以下のとおり質問を受け付ける。 

（１）受付期間 

令和８年７月６日（月）から７月１５日（水）午後５時（厳守） 

（２）提出方法 

参加表明者あてに担当部課から電子メールで送付する「質問書兼回答書（様式３）」

により、「14 担当部課」まで電子メールでのみ受け付ける。 

（３）回答方法 

受け付けた質問については、令和８年７月２７日（月）午後５時までに「質問書兼回

答書（様式３）」により、電子メールで全ての参加事業者宛回答する。 

 

９ 提案書の提出 

（１）内容 「世田谷区お問い合わせセンター（せたがやコール）業務委託事業者選定説明

書」のとおり 

  

10 提案書を特定するための評価基準 

（１）業務実施方針について 

（２）構築作業の体制及び工程・スケジュール等に関する事項 

（３）各機能等に関する事項 

  ① 問い合わせ受付等機能   

② ＦＡＱ機能    

  ③ ＣＲＭ応対管理機能 

  ④ エスカレーション機能 

  ⑤ イベント受付機能 

  ⑥ ＳＭＳ送信機能 

  ⑦ ボイスボット（ＡＩ自動音声応答システム）機能 

（４）お問い合わせセンター運営体制に関する事項 
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① 運営体制及びサービスレベルについて 

② 【重点事項】一次解決率向上にもつながる区民ニーズの収集に基づく事業改善提案 

  ③ 【重点事項】オペレーターの応対品質の維持・向上のための取り組みや工夫   

④ 本区に関する知識（本区の組織構成及び制度や主な事業概要、本区の地理や主な施

設等）について 

  ⑤ 従事者の研修について 

（５）施設、設備・システムの保守・管理に関する事項／非常時対応に関する事項 

  ① 施設、設備・システムについて 

  ② 非常時対応について 

（６）情報セキュリティ対策に関する事項 

（７）その他追加提案に関する事項 

※（７）は、追加提案分にかかる費用と見込まれる効果等を踏まえて評価を行う。 

（８）委託の実績に関する事項 

（９）価格に関する事項 

※（９）は、令和９年５月までの構築にかかる見積と令和９年６月以降の運営見積との

総額を基に評価する。 

（10）専門技術力、取り組み意欲（プレゼンテーションにて評価する） 

※ （10）は、一次審査により選定した事業者のみ適用 

 

11 提案書の審査 

審査は以下の二段階方式で行い、上記 10「評価基準」に基づき選定委員（委員長：政策

経営部長／委員：玉川総合支所地域振興課長、世田谷総合支所区民課長、DX 推進担当課

長、庁舎管理担当課長、広報広聴課長）が提案書等を総合的に評価し、選定する。 

（１）一次審査（書類審査） 

日時：令和８年９月１０日（木） 

４社以上から応募があった場合は、事前審査として書類審査を行い、上位３社を選定

する。 

（２）二次（最終）審査（プレゼンテーション） 

日時：令和８年１０月２３日（金）（予定） 

会場：世田谷区役所 

※ プレゼンテーション（提案説明及び質疑応答）は、1社あたり４５分程度とする。（事

業者からの提案説明プレゼンテーションの上限は２０分とする。質疑応答時間の上

限は２５分とする） 

※ 開始時刻・会場等の詳細は、二次審査対象者に別途通知する。 

 

12 審査結果の通知 

（１）一次審査（書類審査） 

令和８年９月１１日（金）午後５時までに、電子メールにて二次審査対象者宛通知す
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る。 

（２）二次（最終）審査（プレゼンテーション） 

令和８年１０月３０日（金）（予定）に、郵送により全事業者宛通知する。 

※ 二次（最終）審査（プレゼンテーション）の日程に変更があった場合は、審査結果の

通知日も変更となる場合があります。 

 

13 その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金  免除 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と随意契

約により締結する予定の有無  無 

（５）関連情報を入手するための照会窓口  「14 担当部課」に同じ 

（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案

書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７）提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする。 

（８）提出期限以後の参加表明書及び提案書の差し替え又は再提出は認めない。 

（９）提案者から提出された書類は返却しない。また、審査に必要な範囲で複製することが

ある。 

（10）参加事業者から文書により自社の評価結果について説明依頼がある場合は、提案書が

特定された理由又は特定されなかった理由の説明として、当該事業者の順位、総得点及

び評価基準項目ごとの得点を情報提供する。 

（11）参加表明書や提案書等提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

（12）本案件は、世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の適用案件である。 

   ※参考 労働報酬下限額（１時間当たり） 

令和８年度 １，６１０円 

令和７年度 １，４６０円 

令和６年度 １，３３０円 

令和５年度 １，２３０円 

       令和４年度 １，１７０円 

(13) 世田谷区お問い合わせセンター業務委託事業者選定委員会の委員は次のとおり。 

  ※人事異動等で委員は変更となる場合があります。 

委員長 政策経営部長 田中 耕太 

委 員 

玉川総合支所地域振興課長 玉野 美香子 

世田谷総合支所区民課長 大澤 友貴 

ＤＸ推進担当部ＤＸ推進担当課 日髙 雄三 

庁舎整備担当部庁舎管理担当課長 北村 正文 
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政策経営部広報広聴課長 島川 佳子 

 

14 担当部課 

政策経営部広報広聴課 担当：井戸下・佐々木・杉山 

世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 世田谷区役所東棟４階 

電話：０３－５４３２－２０１４ ＦＡＸ：０３－５４３２－３００１ 

メールアドレス：参加表明書受付後に伝達する 


